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医師不足や地域間偏在の根本的な解消に向けた実効性のある 

施策の実施を求める提言 

 

 医療は、国民の生活に欠くべからざるものであり、今般の新型コロナウイルス感染症の対

応においては、その公共性についても再認識されたところである。 

 地域においては、誰もが必要な医療を受けられる体制や、医療従事者の働きがいのある環

境が求められているが、今日、我が国の地域医療の現場では医師の絶対数の不足や地域間・

診療科間の偏在等が極めて顕著となり、いわば「地域医療崩壊」の危機的状況にある。 

 こうした危機的状況を打開するため、都道府県は、奨学金事業やキャリア形成支援など医

師の養成・確保の取組を進めてきた。また、急速に進む高齢化等に伴う医療需要の変化に対

応するため、地域医療構想を策定し、各地域で関係者による協議を行いながら、病床機能の

分化・連携による効率的で質の高い医療提供体制の構築に向けた施策を推進している。 

 令和元年に公表された住民の人口構成や医師の年齢分布などの要素を考慮した「医師偏在

指標」においても、改めて医師の地域間偏在、都道府県間偏在が明らかにされた。この現状

を踏まえ、都道府県は、医師確保の方針、目標医師数や目標の達成に向けた施策等を定めた

「医師確保計画」に基づき、引き続き医師の不足及び偏在対策に取り組んでいるところであ

るが、令和５年に公表された「医師偏在指標」においても偏在の解消に至っておらず、都道

府県のみでの取組には限界があると考える。 

 また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染症に対応する専門人材の不足

が、全国的に浮き彫りとなった。医師少数県においては、限られた医療資源のもと、医療機

関の連携や専門人材の派遣体制の整備などにより、感染症への対応を行ってきたところであ

るが、通常医療との両立など、継続的に地域医療を提供していくためには、医師をはじめと

する専門人材の確保が急務となっている。 

 さらに、平成 31 年４月に施行された働き方改革関連法及び令和３年５月の医療法の改正

により、令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制と追加的健康確保措置が導入される

こととなった。 

 このいわゆる「医師の働き方改革」が、医師不足地域において医師の確保が図られないま

ま推進された場合、医療機関においては診療体制の縮小を余儀なくされ、救急医療や周産期

医療の提供が困難になるなど、地域医療提供体制に多大な影響が生じることが懸念される。 

 こうしたことに鑑み、ここに地域医療を担う医師の確保を目指す知事の総意に基づき、国

に対し、医師の不足や地域間偏在の根本的な解消に向けた、実効性のある施策の実施を求め

るため、以下の事項について提言する。 
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１．医療環境の変化を踏まえた医師需給の適切な分析・検討 

  国が令和２年に行った医師需給推計においては、2029 年頃には全国で医師の需給が均

衡するとされ、現在、それに基づいて医師養成数や医師偏在対策等の議論が行われている

ところであるが、今般の新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の拡大等様々な環

境変化が生じた場合においても、適切な医療が提供できるよう、将来の医師の必要数の分

析を適切に行う必要があること。 

【具体的な施策】 

○ 新興感染症への発生時への対応、医師の働き方改革の導入や女性医師数の増、医療

の高度専門化等の環境変化の影響を十分に反映させる等、医師需給に関する分析を適

時適切に行うこと。 

 

 

２．医師をはじめとする医療従事者の養成・確保 

 (1) 大学医学部における医師の養成体制の強化 

   医学部定員については、臨時定員の削減や恒久定員内での地域枠の措置などについて

議論が行われているが、令和６年度については、総定員は令和２～５年度と同様に令和

元年度の総定員を上限とし、臨時定員は歯学部振替枠を除き、令和６年度末まで延長さ

れ、また、令和７年度以降は、「第８次医療計画に関する検討会」等における議論の状

況を踏まえ検討する必要があるとされたところ。 

   一方、医師の地域間偏在を解消し、地域の医療を安定的に確保するとともに、新たな

感染症によるパンデミックが発生した場合にも、医療現場の崩壊を招くことなく、適切

な医療を提供するためには、医師の絶対数を増やすことが必要である。 

   こうしたことから、医師が不足している都道府県や二次医療圏に十分に配慮し、大学

が、医師が不足する地域に必要な医師を育成・派遣する役割を積極的に果たすことがで

きるよう、以下の施策を行うこと。 

【具体的な施策】 

(1) 医学部臨時定員・地域枠について 

○ 現在の医学部臨時定員増を延長するとともに、ひいては臨時定員増の医師養成数

を恒久的な措置とし、地域に必要な医師数を確保できるよう減員しないこと。 

○ 将来時点（2036年）の必要医師数等を踏まえ、医学部定員の上限の緩和を含む既

設医学部の大幅定員増や医学部新設を可能とすること。 

○ 医師少数県については、恒久定員内に設定すべき地域枠の割合（５割程度）の要

件を見直し、又は県内大学の恒久定員内への地域枠の設定状況にかかわらず、臨時
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定員増を積極的に認めるなど、医師確保に係る柔軟な運用を行うこと。 

○ 歯学部振替枠に代わり設定される地域枠を医師少数県に優先的に配分し、その恒

久化を図ること。 

(2) 医科大学に対する財政支援・インセンティブ等について 

○ 恒久定員内に地域枠を設定・拡充した場合でも、地方において、地域に必要な医

師の養成や定着が確実に行われるよう、医学生教育の充実に必要な財政的支援を行

うこと。 

○ 医師少数県のために県境を越えた地域枠を多数設けている大学については、恒久

定員を減員しない等のインセンティブの付与を行うこと。 

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症に備えた医療従事者の養成・確保 

   新たな感染症が拡大した場合にも、感染症対応を行いつつ、感染症以外の疾患にも対

応できる医療提供体制を確保していく必要があり、国では、「新興感染症等の感染拡大

時における医療」を第８次医療計画に盛り込むこととし、都道府県において、必要な体

制整備を進めることとされている。 

   その中でも、感染症に対応する専門人材の確保が重要な課題となることが見込まれる

ことから、今後起こり得る感染症への対応も見据え、以下の医療従事者の養成・確保対

策を進めること。 

【具体的な施策】 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応を検証し、不足する診療科の医師を計画的に養

成する等の医師確保対策を進めること。 

○ 看護師、薬剤師、臨床工学技士等、感染症発生時にチーム医療を担う医療従事者の

養成・確保に向けた取組を更に強化すること。 

 

 

３．医師の地域偏在解消に向けた臨床研修制度の見直し 

  地方の臨床研修医のマッチング率は都市部に比べて低く、依然として都市部への臨床研

修医の集中が懸念されるところである。 

  研修修了後の定着率が高い臨床研修医の確保は、医師少数県にとって喫緊の課題である

ことから、大都市圏と地方の偏在解消に向け、以下の施策を早期に実施すること。 

【具体的な施策】 

(1) 臨床研修医の募集定員について 

○ 募集定員上限の「基本となる数」の算定にあたっては、経験できる症例数を考慮
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し、医学部入学定員按分ではなく、人口や医師が少ない県に対する一定の配慮を行

った上で、人口分布按分による割合を増やすこと。 

○ 前年度の臨床研修医採用数を、当年度の採用数の上限とすることが可能な大都市

圏に対する激変緩和措置を速やかに廃止すること。 

○ 医師少数県に対する医師偏在状況に応じた加算措置を継続すること。 

(2) 臨床研修プログラムについて 

○ 制度の見直しに当たっては、機械的に進めることなく、地域の医療機関で研修す

る期間を、例えば半年程度確保できる制度に見直す等の研修期間の拡大や、研修先

の見直しなど様々な検討を行うこと。 

○ 医師多数県から指導医を派遣する制度の導入等により地域の研修体制を整備す

ることで、真に研修医が地域の魅力を感じることができる制度とすること。 

○ 医学生のうちから地域医療の重要性と魅力に触れ、総合診療について学ぶ場を設

けるため、医学生の診療参加型臨床実習においても、中小規模病院で実習が行われ

るような制度設計を行うこと。 

○ 医師多数都道府県と医師少数県が連携して臨床研修プログラムを構築・運用等す

る際に必要な支援を行うこと。 

 

 

４．医師の地域偏在解消に向けた実効性を伴う専門研修の仕組みの創設 

  専門研修制度については、国の「専門医の在り方に関する検討会報告書」において、「医

師の偏在是正を図ることを目的」に検討するとされていたところであり、制度の趣旨を踏

まえ、医師の偏在是正に向けた以下の実効性のある仕組みを創設し、実施すること。 

【具体的な施策】 

(1) 制度全般について 

○ 医師法第 16条の 10第３項に規定する専門研修に関して都道府県（特に医師少数

県）から聴取した意見を十分に尊重して制度設計を行うよう、日本専門医機構に働

きかけること。 

(2) 専攻医の募集定員について 

○ 専攻医募集定員に係るシーリングについては、激変緩和措置により、大都市部の

募集定員が固定化されるなど、医師の偏在是正を図る上で不十分であることから、

将来の医療需要を踏まえ、各都道府県・各診療科の必要な医師養成数を定めた上で、

厳格に実施すること。 

○ 産婦人科や外科等、現在シーリング対象外の診療科について、医師が都市部に集
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中する傾向にあることから、これらの診療科についてもシーリングを設定するなど、

都市部への集中を是正する対策を行うこと。 

○ 激変緩和措置として設けられている連携プログラムについては、シーリング対象

外の都道府県における専攻医確保に資するよう厳格に運用するとともに、その効果

が大都市近郊の都道府県に集中しないよう、都市部の病院と医師少数県の病院を仲

介する仕組みを設けるなど、必要な対策を講じること。 

○ 現行の特別地域連携プログラムについては、シーリングの枠外の上乗せであり、

医師の地域偏在を助長するおそれがあることから、地域偏在是正の実効性を十分に

検証し、シーリングの枠内で実施するなど、必要な見直しを行うこと。 

     また、昨年度検討された「子育て支援加算」については、特別地域連携プログラ

ムと同様、医師の地域偏在を助長するおそれがあることから、導入しないこと。な

お、子育てに係る取組は、地域を問わず当然に取り組むべきものであり、その取組

をもってシーリングの加算対象とすべきではない。 

(3) 専攻医の指導環境等の充実について 

○ 医師少数県に指導医を派遣した都市部の病院へのインセンティブの付与等によ

り、都市部から地方へ指導医が派遣される実効性のある仕組みを創設すること。 

○ 専門研修プログラムの更新制度について、医師のキャリアにも配慮した上で、地

域の基幹的な病院で勤務するなど、専門医として全国どこでも通用する実力を付け

る研鑽の場として、医師少数県において、一定期間勤務する制度とすること。 

また、実施にあたっては、派遣先が特定の県に偏らない仕組みを整えるよう、日

本専門医機構に働きかけるとともに、勤務地（病院）の決定については、都道府県

地域医療支援センターを活用する仕組みとすること。 

○ 医師少数区域においては、指導医数が規定に満たない場合であっても、ICT の活

用等による基幹施設との連携により、研修の質が確実に担保されると認められる場

合には、連携施設における指導医の在籍要件を柔軟に運用するなど、地域医療と専

門医制度の共存を図ること。また、その要件を満たすための財政的支援も併せて行

うこと。 

○ 医師多数都道府県と医師少数県が連携し、専門研修のプログラムを構築・運用等

する際に必要な支援を行うこと。 

(4) 専門医制度における地域枠離脱防止策について 

○ 日本専門医機構において、地域枠都道府県との不同意離脱者に対し、専門医資格

の認定及び更新を行わないよう、改めて国から働きかけること。 

○ 地域枠からの離脱について、不同意と認定することで都道府県が法的な責任を負
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うことのないよう、同意／不同意の基準を明確に示すなど、国の積極的な関与によ

り、実効性のある仕組みを整備すること。 

(5) 総合診療医の養成について 

○ 総合診療科プログラムについて、キャリアパスを明確にするとともに、内科、救

急科を除く他の基本領域研修プログラムとの間で、双方向かつダブルボードでの研

修を可能とすることを検討すること。また、総合診療医の養成・確保を図るため、

指導医や研修施設に対するインセンティブについて検討すること。 

 

 

５．医師の地域偏在解消のための仕組みづくり 

  医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴い、都道府県は、医師確保計画を策

定し、地域の実情を踏まえた医師の偏在対策に主体的に取り組むこととされたところであ

る。 

  医師確保計画に基づく医師確保・偏在対策を実効性のあるものとしていくため、国にお

いて、医師の地域偏在解消のための仕組みづくりを行うこと。 

【具体的な施策】 

(1) 医師少数区域経験認定医制度について 

○ 医師少数区域での勤務経験を管理者の要件とする病院を、地域医療支援病院に限

らず全ての病院に拡大すること。 

○ 認定医の取得を拡大するため、医師少数区域経験認定医制度にかかる補助事業に

ついて、医師が新たに管理者資格を取得する際に、医師少数区域での勤務に要する

人件費等の経費も対象とするなど補助対象の拡大を図るとともに、補助額を国の負

担とするなど財政支援の拡充を図ること。 

(2) 医師の地域勤務を促すための施策について 

○ 地域の拠点病院において、過重な負担がかかる勤務医や、政策的ニーズが高い又

は高度な医療技術を必要とする医療分野、地域の診療所等への診療支援について、

患者負担への影響を考慮しながら、診療報酬（ドクターフィーの導入など）を含め

たインセンティブを設定すること。 

○ 大学に対し、地域への医師派遣について積極的な取組を行うよう、国において助

言を行うこと。 

(3) 地域・診療科別の偏在解消に向けた抜本的な施策について 

○ 将来的に医師偏在が続く場合には、医師が充足している地域・診療科の定員や保

険医の定数を設定するなど、抜本的な対策を実施すること。 
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６．医師の働き方改革と医師確保・偏在対策の一体的な推進 

  医師が不足している地域における医師確保が図られないまま、時間外労働の規制の取組

などの医師の働き方改革が推進された場合、当該地域における医療提供体制に多大な影響

を与えるとともに、地域医療確保暫定特例水準医療機関等における医師確保が困難になる

ことが想定される。 

  このことから、働き方改革の推進に当たっては、地域における医師確保・偏在対策の着

実な進展を前提として一体的に進めるため、以下の施策を講じること。 

【具体的な施策】 

○ 医師の働き方改革の影響に関する実態調査を継続的に実施の上、詳細な分析を行い、

地域の医療提供体制に影響が生じることがないよう、医師確保・偏在対策に関する各

施策の方針に確実に反映させること。 

○ 医師の働き方改革に対応しつつ地域の医療提供体制を確保するためには、大学病院

による地域への医師派遣機能を維持することが欠かせないため、地域医療介護総合確

保基金の区分Ⅵを活用可能とすることなどにより、県による大学病院への医師派遣に

対する支援ができるようにすること。 

〇 医師の働き方改革の推進にあたっては、いわゆる「コンビニ受診」の抑制など国民

的な理解と取組の推進が必要であるが、医師の時間外労働の現状や今般の法改正の趣

旨・内容について、十分に理解が進んでいると言えない状況にあることから、より一

層の周知を図るとともに、かかりつけ医機能の推進等、医療資源の有効活用に関する

取組についても、併せて強力に行うこと。 

○ 特定対象医師の指定や追加的健康確保措置の実施状況の確認等、制度やスケジュー

ル等の詳細が示されていない部分があることから、都道府県及び医療機関それぞれに

おける運用の取扱いや疑義に関して、より早期に情報提供を行い、都道府県及び医療

機関が対応する時間を十分に確保すること。 

 

 

７．医師確保対策等への強力な財政支援 

  都道府県が医師確保計画に基づき実施する医師の確保・偏在対策のための施策に対し、

以下の財政支援等を行うこと。 

【具体的な施策】 

(1) 地域医療介護総合確保基金について 

○ 十分な財源を確保するとともに、配分方針の更なる明確化や客観化により、医師

偏在の是正に向けて積極的に取り組む医師少数県における医師確保の取組に対す
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る重点的な配分を確実に行うこと。 

○ 医療再編など地域医療構想の推進と医師など医療人材の確保は一体的に取り組

む必要があることから、地域医療構想を推進するために必要な医師など医療人材を

確保するための取組等について、事業区分を超えて地域医療介護総合確保基金が活

用できるようにするなど柔軟な運用を認めること。 

○ 地域医療介護総合確保基金（医療分）の都道府県負担分に対し人口に応じ措置さ

れている普通交付税についても、国補助分の配分の更なる精緻化に合わせて、医師

不足が顕著な県に重点的に配分すること。 

(2) 地方公共団体に対する財政措置・補助等について 

○ 医師偏在の是正に資する修学資金等に係る特別交付税について、上限額見直しを

図るなど、都道府県の負担が生じないよう、一層の財政措置を講ずること。 

○ 例年、圧縮され交付されている臨床研修費等補助金（医師）について、十分予算

を確保するとともに、補助基準額の引上げを行うなど、医師少数県における臨床研

修医のさらなる確保に不可欠な研修体制の整備・充実を積極的に支援すること。 

(3) 大学に対する財政支援について 

○ 県からの要請に基づく臨時定員増による地域枠拡大に伴い、大学医学部は設置基

準に基づく専任教員の増員や、教室等の施設整備・実習室等の設備整備などが必要

となるが、国立大学法人に対する国立大学法人運営費交付金において、必要な経費

を全てまかなえる状況にはないことから、地域枠拡大に伴う専任教員の増員や施

設・設備の整備に係る必要な経費に対する国立大学法人運営費交付金の拡充を図る

こと。 

○ 私立大学等経常費補助金や公立大学に対する地方財政措置についても、上記と同

様の拡充を図ること。 

 

 

８．医師少数県に対する医師確保施策の継続的な実施 

  現在の国における医師確保・偏在是正の施策は、令和元年度に公表された医師偏在指標

をもとに実施されている。 

  しかし、今後新たな医師偏在指標が公表され、現在の医師少数県・医師少数区域が対象

から除外されたことをもって、直ちに医師確保施策の対象外とすると、医師確保の推進に

支障を来たすことが想定されることから、以下の施策を講じること。 

【具体的な施策】 

○ 医師少数区域等における区分変更が生じた場合においても、臨床研修における地域
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重点プログラムや医師少数区域勤務経験認定制度等について、激変緩和措置を講ずる

こと。 

 


